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訴

え

の

提

起

に

つ

い

て

 

 
左

記

の

と

お

り

訴

え

を

提

起

す

る

。

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

記

 

一

 

訴

訟

の

相

手

方

 
 
 

被

告

 
江

戸

川

区

内

の

業

者

 

二

 

事

件

の

概

要
 

令

和

五

年

度

に

施

工

し

た

、

江

戸

川

区

立

平

井

東

小

学

校

の

既

存

校

舎

と

す

く

す

く

ス

ク

ー

ル

の

建

物

を

行

き

来

す

る

た

め

の

渡

り

廊

下

（

以

下

「

本

件

渡

り

廊

下

」

と

い

う

。

）

に

お

い

て

、

建

築

基

準

法

施

行

令

（

昭

和

二

十

五

年

政

令

第

三

百

三

十

八

号

）

及

び

建

設

省

告

示

で

定

め

る

施

工

基

準

違

反

が

複

数

確

認

さ

れ

た

た

め

、

江

戸

川

区

（

以

下

「

区

」

と

い

う

。

 

に

お

い

て

、

本

件

渡

り

廊

下

の

う

ち

屋

根

及

び

柱

の

撤

去

を

行

っ

た

。

 

区

は

、

本

件

渡

り

廊

下

の

施

工

業

者

に

対

し

て

契

約

不

適

合

に

係

る

損

害

賠

償

と

し

て

、

撤

去

部

分

に

係

る

工

事

費

用

及

び

撤

去

費

用

相

当

額

の

支

払

を

求

め

た

が

、

請

求

に

応

じ

て

お

ら

ず

、

今

後

任

意

で

支

払

に

応

じ

る

意

思

が

見

ら

れ

な

い

た

め

、

本

件

損

害

に

つ

い

て

、

損

害

賠

償

請

求

を

行

う

も

の

で

あ

る

。

 

三

 

訴

え

の

内

容

 

区

は

、

被

告

に

対

し

、

契

約

不

適

合

に

係

る

損

害

賠

償

と

し

て

金

七

百

八

十

九

万

二

千

三

百

三

十

三

円

及

び

こ

れ

に

対

す

る

請

求

到

達

日

（

令

和

七

年

八

月

六

日

）

の

翌

日

か

ら

支

払

日

ま

で

の

期

間

に

係

る

年

三

分

の

割

合

に

よ

る

遅

延

損

害

金

の

支

払

を

求

め

る

訴

え

を

提

起

） 
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す

る

。

 

四
 

訴

訟

遂

行

の

方

針

 

 
 

本

訴

訟

に

お

い

て

、

必

要

が

あ

る

場

合

は

、

和

解

及

び

上

訴

を

す

る

こ

と

が

で

き

る

も

の

と

す

る

。

 

   

（

説

明

）

 

 

訴

え

を

提

起

す

る

必

要

が

あ

る

の

で

、

地

方

自

治

法

（

昭

和

二

十

二

年

法

律

第

六

十

七

号

）

第

九

十

六

条

第

一

項

第

十

二

号

の

規

定

に

基

づ

き

、

本

案

を

提

出

い

た

し

ま

す

。

 


